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四日市市条例第１６号 

   四日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 四日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

四日市市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した保育

士（三重県の区域に係る法第１８条の２

９に規定する地域限定保育士（以下「地

域限定保育士」という。）を含む。）で

あって、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した保育

士であって、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（職員） （職員） 

第３０条 小規模保育事業所A型には、保

育士（地域限定保育士を含む。次項にお

いて同じ。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所A型又

第３０条 小規模保育事業所A型には、保

育士、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委

託する小規模保育事業所A型又は第１７

条第１項の規定により搬入施設から食



は第１７条第１項の規定により搬入施

設から食事を搬入する小規模保育事業

所A型にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

事を搬入する小規模保育事業所A型にあ

っては、調理員を置かないことができ

る。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（職員） （職員） 

第３２条 小規模保育事業B型を行う事

業所（以下「小規模保育事業所B型」と

いう。）には、保育士（地域限定保育士

を含む。次項において同じ。）その他保

育に従事する職員をして市長が行う研

修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した

者（以下この条において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模保育事業所B型又は

第１７条第１項の規定により搬入施設

から食事を搬入する小規模保育事業所B

型にあっては、調理員を置かないことが

できる。 

第３２条 小規模保育事業B型を行う事

業所（以下「小規模保育事業所B型」と

いう。）には、保育士その他保育に従事

する職員をして市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者（以下

この条において「保育従事者」という。）、

嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託す

る小規模保育事業所B型又は第１７条第

１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模保育事業所B型にあって

は、調理員を置かないことができる。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（職員） （職員） 

第４５条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士（地域限定保育士を含む。

次項において同じ。）、嘱託医及び調理

員を置かなればならない。ただし、調理

業務の全部を委託する保育所型事業所

内保育事業所又は第１７条第１項の規

定により搬入施設から食事を搬入する

第４５条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士、嘱託医及び調理員を置か

なればならない。ただし、調理業務の全

部を委託する保育所型事業所内保育事

業所又は第１７条第１項の規定により

搬入施設から食事を搬入する保育所型

事業所内保育事業所にあっては、調理員



保育所型事業所内保育事業所にあって

は、調理員を置かないことができる。 

を置かないことができる。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（職員） （職員） 

第４８条 事業所内保育事業（利用定員

が１９人以下のものに限る。以下「小規

模型事業所内保育事業」という。）を行

う事業所（以下「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育士（地域

限定保育士を含む。次項において同じ。）

その他保育に従事する職員をして市長

が行う研修（市長が指定する都道府県知

事その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した者（以下の条において「保育従

事者」という。）、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業

務の全部を委託する小規模型事業所内

保育事業所又は第１７条第１項の規定

により搬入施設から食事を搬入する小

規模型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

第４８条 事業所内保育事業（利用定員

が１９人以下のものに限る。以下「小規

模型事業所内保育事業」という。）を行

う事業所（以下「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育士その他

保育に従事する職員をして市長が行う

研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（以下の条において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模型事業所内保育事

業所又は第１７条第１項の規定により

搬入施設から食事を搬入する小規模型

事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（こども未来部保育幼稚園課） 

 


